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ll主要推進事項  

1社会の情報化に対応した行政情報化の推進  

○ インターネットを活用した行政情報の提供促   

進、内容充実、提供する情報のクリアリングサ   

ービス（所在案内システム）の整備、充実  

○ 申請・届出等手続について、原則として1998   

年度までに電子化。自動受付等による24時間   

化やネットワーク化による申請地制限の穏和、   

アクセスポイントの拡大  

○ 国民生活・企業活動に必要な行政手続の案   

内・教示、必要な行政情報の提供、各種施設の   

利用案内・予約、申請・届出等の受付、結果の   

交付等の行政サービスを総合的・複合的に行う   

総合行政サービスシステムいわゆるワンスト   

ップサービスを段階的に実施（1998年度に整備   

方針を策定）  

○ 電子商取引等国内外の情報化の進展に相応し   

た、調達手続、歳入歳出事務の電子化  

2 情報通信技術活用による事務・事業の簡素  

化・効率化及び行政運営の高度化  

○文書のライフサイクルを通ずる総合的な文書   

管理システムを1999年度までに整備。  

○ 各種許認可等に係るシステム間の連携、高度   

化。人事・会計等内部管理業務のLANを活用し   

たシステム化等による事務・事業の簡素・効率   

化  

○情報システムの運営管理を一括して民間に委   

託するアウトソーシングの積極的推進  

3 行政情報化推進のための基盤整備  

○ 総合的な情報化を推進するための共通基盤と   

して、パソコン等情報機器、LANの整備、霞   

が関WANの活用による地方へ展開等汎用性   

の高い総合的・広域的な行政情報通信ネットワ   

ークの整備  

○ 行政部門・民間部門間のネットワークについ   

て、インターネット等を活用したネットワーク   

基盤の確立  

○ 国際的な標準を採用しつつシステムのオープ   

ンシステム化を推進  

はじめに   

政府は、行政情報化推進基本計画（平成6年  

（1994年）12月25日 

年皮（1995年度）から11年度（1999年度））に基づ  

き、行政の情報化を推進しているところであるが、  

現行基本計画により、一人一台パソコン整備、各  

省庁LAN、霞が開脚の整備等基盤整備が大きく  

進展してきている。今後、地方公共団体等との連  

携強化を図りつつ、これらを活用した行政事務全  

般にわたる事務の効率化・高度化、国民サービス  

の質的向上につながる具体的な施策の展開が必要  

となっている。   

また、インターネットの普及、電子商取引の実  

用化の動き、申請・届出等手続に対する国民負担  

軽減の強い要請等情報化を取り巻く環境変化を踏  

まえ、行政と国民のインターフェースについて、  

より一層強力な行政の情報化の推進が必要である。   

このため、現行基本計画の改定を行うこととし、  

7月18 日に改定の基本的考え方を行政情報シス  

テム各省庁連絡会議（官房長等で構成）でとりま  

と吟、公表した。現在、インターネットホームペ  

ージでの意見募集をはじめ広く各方面の意見を聴  

取し、今年末に現行基本計画を改定する予定であ  

る。（稔務庁URL；http：〟www．＄OmuCho．go．jp）   

l改定の枠組み  

○行政の情報化を旧来の制度・慣行の見直しによ   

り、国民サービスの向上、行政運営の質的向上   

を目的とし、行政改革の重要な手段として明確   

に位置付け。  

O「紙」による情報の管理からネットワークを駆   

使した電子化された情報の管理へ移行し、21世   

紀初頭に高度に情報化された行政、すなわち「電   

子政府」を実現。  

○国の事務・事業を対象（地方公共団体、特殊法   

人等が行う国の事務・事業も含む）とし、平成10   

年度（1998年度）から14年度（2002年度）までの5   

か年で実施。  

O「高度情報通信社会推進本部」との連携を図り、   

G7共同プロジェクト等の国際的な取組みについ   

て積極的に対応しつつ推進。  

－22－   

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



○霞が関WANの各種アプリケーション  

・電子メールシステム  

・白書等データベース（統一仕様に基づき各省庁   

が整備）；97年度6省庁で整備  

・国会事務支援システム；97年秋試行運用開始 

・電子文書交換システム；99年度運用開始予定  

・共通情報検索システム（二運用中の法令データベ   

ース等をオープンシステム化）；98年度移行予定   

2 改定計画と霞が関WAN  

改定計画では、霞が関WANを行政部門総体   

としての総合的な情報化を推進するための共通   

基盤として位置付け、次のような施策を講ずる   

こととしている。  

○霞が関WANの活用により、地方公共団体、特   

殊法人・認可法人等を結ぶ汎用性の高い総合的・   

広域的な行政情報通信ネットワーク（ADMI町   

の整備を推進（ADMIX；霞が関WANのインター   

ネットドメイン名）  

○制度官庁等への各種報告、官報掲載手続、法令   

等の協議などの業務について、霞が関WANを   

活用したシステム化を推進  

○国・地方間の連絡・報告等の業務について、霞が   

関WAN等の活用によるシステム化を推進  

○電子文書交換システムを活用し、本省庁・地方   

支分部局間や特殊法人、地方公共団体等との間   

の電子文書交換を推進  

○政策支援データベース等について、霞が関   

WANによる省庁間利用を推進  

○法令、条例、基礎的統計情報等の各種の情報に   

ついて、霞が関WANの活用等による国・地方間   

の相互利用方策を検討  

○ ネットワーク化の進展等新しい情報化の進展   

を踏まえた安全性・信頼性村策、個人情報保護   

の充実強化  

○ 通信プロトコルのインターネット・プロトコ   

ル（TCP／IP）の採用、文書構造に係る国際標準で   

あるSGれ瓜をベースとした電子行政文書の構造   

等標準化を推進  

○ 各省庁の官房長等を情報統括責任者（CIO）に   

指名するなど、省庁内情報化推進体制を確立  

○ 電子文書の原本性、申請・手続等の個人・法   

人認証、手続のオンライン化を行うための手数   

料等の印紙に代わる納付方法などの共通課題   

の解決   

‖基本計画と霞が関WAN  

l霞が関Wの概要  

○現行基本計画では、「省庁間の情報流通の円滑   

化・高度化を図るため、各省庁のLANを相互に   

接続する省庁間ネットワーク、いわゆる霞が関   

WANについて、円滑・早期に整備する」ことと   

され、総務庁を中心にネットワークの運用管理、   

接続方式等具体的な検討を進め、本年1月に運   

用を開始。  

○利用村象機関は、当初国の行政機関（本省庁）   

のみであったが、本年3月に国の出先機関等、   

都道府県、政令指定市、特殊法人、認可法人、国立   

国会図書館（支部図書館ネットワーク）を対象   

に含めることについて利用機関協議会で申合せ。  

○利用機関は、27機関（97年7月現在）、今年度   

内に3機関、98年度に5機関が加わる予定。  

○霞が関WANの主な仕様  

・ネットワーク・プロトコル；TCP／IP（インターネ   

ット標準）  

・メール・プロトコル；Ⅹ．400（国際標準）  

・メールボディ；当面、テキストのみ。早期に   

SGML（ⅩML）等の高度な表現が可能となる形式   

を導入  

・網構成；霞が関WAN運用センター（NOC）と利用   

機関間を専用回線（64～256kbps）で接続  

○セキュリティの確保  

・利用機関との接続点にファイアーウォール（利   

用機関LANのセキュリティ確保）  

・セキュリティルータ（搬送信号を暗号化）  

・NOCのインターネットとの接続点にファイア   

ーウォール、24時間有人監視  
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